
芳賀町にはファミリー・サポート・センター事業があります

ファミリー・サポート・センターとは

どんなサービスを受けられるの?

※援助の内容は簡易かつ短時間、補助的なものに限ります。
※預かりは、会員の自宅等、子どもの安全が確保できる場
所で行います。
※病児の預かりはできません。

問子育て支援課児童保育係 ☎028（677）6024

お手伝いを
してほしい人

応援
したい人

地域での子育てをサポートする組織です。

子育てのお手伝いをしてほしい人（おね
がい会員）と子育てを応援したい人（まかせ

て会員）をつなげ、子育てを頑張る皆さんを応援

します。

●保育所、幼稚園、小学校終了後の
子どもの預かりや、習い事までの送迎
●冠婚葬祭や学校行事等の際の
子どもの預かり

お預かりします!
地域

の

皆さ
んで お子さんを

27 広報はが 令和2年10月号

利用日時

平日

土曜日・日曜日・祝日・年末年始

7：00～19：00 600円

700円7：00～19：00以外

利用料金（1時間当たり） キャンセル料
前日までの取り消し…無料
当日の取り消し………利用予定料金の2分の1
無断取り消し…………全額

おねがい会員

まかせて会員

●町内在住者または在勤者で、生後6カ月～小学6年生のお子さんがいる人

●町内在住者または在勤者
●心身ともに健康で、子育て支援に意欲のある20歳以上の（学生を除く）人
●援助活動に必要な知識を習得するために基礎研修を受講していただきます

●利用するには登録（無料）が必要です。
※会員登録に必要なもの／顔写真（縦3cm×横2.5cm）1枚、免許証または保険証など本人確認ができるもの。

会員の条件

利用料金

どのような手続きが必要なの?

ファミ
リー・

サポー
ト・セ

ンター
の

利用
の流

れ
ファミリー・サポート・センター
（子育て支援課）

おねがい会員 まかせて会員

育児の援助を受けたい人 育児の援助を行いたい人

お預かり
　します !

お願い
　します !

①援助の申込み
おねがい会員は、援助
を依頼したいときはセ
ンターへ申し込む。

②援助活動の依頼
センターは、援助が可能な
まかせて会員に依頼。

③承諾
まかせて会員は、
センターに承諾の

連絡。

④連絡（紹介）
センターは、おねがい
会員に援助が可能な
まかせて会員を紹介。

⑤事前打ち合わせ
援助活動の内容について、両会員同士で

事前打ち合わせを行う。　
⑥援助活動実施

同意の上、まかせて会員による援助活動の実施。

⑦利用料の支払い
おねがい会員は、まかせて会員に利用料を支払う。

中集募員会
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